
ご受講前にご確認ください

◆2025年度講義動画は、2024年のアーカイブ配信です

• 講義内で「昨年・今年・来年」「最新」などの表現がある場合は、2024年時
点であることをご留意ください。

• 団体名、講師の所属等も、2024年当時のものです。

• 一部の講義動画には、昨年度からの修正・差し替えがあります。変更の有無
は次のスライドでご提示します。



アーカイブ配信の補足・変更点

この講義テーマには、2022年度からの変更点はありません。この講義テーマには、2024年度からの変更点はありません。



自治体における不妊症ネットワーク事業の実際

1. 専門職による支援

医療法人産育会堀病院

岩田真由美



専門職による支援

医療法人産育会堀病院

岩田 真由美



目次 内容

１.神奈川県不妊不育専門相談センターの概要

２.自治体の相談の特性

３.実際の相談

４.相談員の役割

５.連携のために



１ 神奈川県不妊不育専門相談センターの概要
１事業の目的

子どもを望んでいる不妊・不育に悩む県民に対して、専門スタッフによる治療等に関する相談を行い、相談者が個々の

状況に応じた自己決定ができるよう支援する。

2 事業の内容

事業開始 平成16年度（平成16年10月）不妊相談センターを茅ヶ崎保健福祉事務所内に開設

平成24年度（平成24年 4月）不妊・不育専門相談センターに改名

平成29年度 平塚保健福祉事務所へ移設

令和４年度 健康増進課へ移設

・設置場所 神奈川県庁内会議室

・相談方法 午前：助産師による電話相談（予約不要）

午後：医師等による ZOOM 又は対面による相談（予約制１回 30 分程度）月２～３回 計２７回開設

・専門スタッフ 助産師 医師等による相談（婦人科 20 回・泌尿器科２回・臨床心理士５回）

※ 助産師は3名が交代制、医師は、神奈川県産科婦人科医会、神奈川県泌尿器科医会の協力を得ている。



対応 曜日 時間 相談員 方法

電話相
談

水曜・木曜
金曜

9時〜11時30分 助産師 電話

面接相
談

水曜・木曜
金曜

14時〜16時
１回30分程度

婦人科医師 来所
オンライン

土曜２回/
年

１回30分程度
４枠

泌尿器科医
（男性不妊）

オンライン

心理相
談

水曜・木曜
金曜

14時〜16時
１回40分 ３枠

臨床心理士 来所
オンライン

私たちって、不妊症？どんな治療法があるの？

不育症の検査って？

これからの治療をどうしよう…

夫婦で意見が合わない

流産や死産を経験した気持ちを聞いて欲しい

不妊・ 不育専門相談センター

【 問い合わせ先】 神奈川県健康増進課母子保健グループ
〒2 3 1 -8 5 8 8 横浜市中区日本大通１ 電話 0 4 5  (2 1 0 ) 4 7 8 6

あなたの疑問や悩みを相談してみませんか

専門の医師・臨床心理士・助産師があなたの相談に応じます

【 問合せ・ 予約先】

神奈川県健康増進課母子保健グループ 0 4 5 -2 1 0 -4 7 8 6
〒2 3 1 -8 5 8 8 横浜市中区日本大通１

相談日・ 予約方法等
神奈川県ホームページをご確認く ださい。
h ttp ://w w w .p ref .k a n a g a w a .jp /d ocs/cz6 /cn t/f8 5 1

相談無料

婦人科医師による面接相談
（ オンラインまたは会場）

• 相談日の午後２ 時～４ 時

• 事前予約制

臨床心理士による面接相談（ オンラインまたは会場）

• 相談日の午後２ 時～４ 時

• 事前予約制

助産師による電話相談 0 4 5 -2 1 2 -1 0 5 2 （ ※相談日のみ）

• 相談日の午前9時～1 1時3 0分

• 予約不要

泌尿器科医師による面接相談
（ オンライン）

• 男性不妊相談

• 相談日の午前1 0時～1 2時

• 事前予約制



過去5年間の実績（令和元年度～令和５年度）

令和５年度は相談実数99件※、相談人数111名
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※令和４年度〜集計方法を変更

（相談実数、相談人数それぞれについて集計）
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度
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度

令和５年
度意見交
換会まで

令和5年度神奈川県不妊不育専門相談センター相談員の意見交換会より



年度 相談方法 相談件数
(人数)

相談担当職種 相談者

婦人
科医師

泌尿
器科医師

臨床心理士 助産師 本人 配偶者 本人と配偶者 その他

令和
５年度

オンライン 56(64) 44 4 8 0 45 3 8 0

対面 11(16) 10 0 1 0 6 0 5 0

電話 36(36) 0 0 0 36 33 3 0 0

計 103(116) 47 4 9 36 84 6 13 0

令和
４年度

オンライン 38(50) 27 5 6 0 26 1 10 1

対面 12(14) 12 0 0 0 10 0 2 0

電話 48(48) 1 0 0 47 38 8 0 2

計 98(112) 40 5 6 47 75 9 11 3

令和
３年度

オンライン (45) 28 11 6 0

＊オンライン相談が45人から64人へと増加、
一方助産師の電話相談は58件から36件に減
少している。

対面 (28) 21 0 7 0

電話 (61) 3 0 0 58

計 (134) 52 11 13 58

事業実績  相談方法・相談担当職種・相談者の内訳



相談方法の変化

令和2年度よりオンライン相談開始
オンライン相談の割合が増加している一方で、対面相談も一定数あり
令和5年度はオンライン相談が大幅に増加したが、電話相談が減少
電話相談ののち、オンラインまたは対面相談にいたる相談もある

オンライン

39%

対面

12%

電話

49%

令和4年度

38件
48件

12件

オンライン

53%

対面

11%

電話

36%

令和5年度

36件

10件

53件

8令和5年度神奈川県不妊不育専門相談センター相談員の意見交換会より
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2  自治体の相談の特性

１（原則として）単発であること

→相談者のニーズを捉えて、その場でできる範囲で

そのニーズに応えることが求められる

２ 無料であること

→アクセスしやすい、相談は多岐にわたる

３ 公的機関が運営母体であること

→公平性・信頼性が期待されている



3  実際の相談
午前：電話相談 所要時間10分〜1時間

①相談者の聞きたいことを会話の中から整理し、情報提供し、相談に応じる

②さらに専門的な内容であれば、当センターの専門医や臨床心理士の相談に繋ぐ。

     医療機関（男性不妊専門医や不育症検査対応施設など）の情報提供をすることもあり

相談者には匿名制、個人情報の遵守について説明

少しでも安心して話ができるように丁寧な言葉がけをする

午後：医師、臨床心理士の面談に同席（オンライン、来所）

相談終了後、助産師、医師、県担当者とカンファレンスにより

情報共有と対応の振り返り

報告書記載



相談内容 病院に行く前の段階から終わりの頃など様々で多岐にわたる

主な内容
１）治療方針・治療法とその選択、治療に関すること

不妊症かどうか 病院に行く時期やタイミング

２）気持ちや人との関係に関する悩み

主治医とのコニュニケーション／不信感など

夫婦のコミュニケーション／周囲からの不理解について

３）とにかく話をしたい、聞いて欲しい

結果が出ないつらさ／疲れてしまった／そろそろ潮時だと思うなど

４）当事者ではない（家族など）が相談したい

実母より娘についての相談 妻より夫についての相談

夫より妻についての相談



５）男性不妊 性交ができない／精子が少ないと言われた／妻との関係性

６）繰り返す流産／死産

流産、死産 不育症の検査／遺伝について

７）不妊治療の終焉に関すること

そろそろ終わりにした方が良いか、治療のやめ時



４ 相談員の役割

１ 正確な情報提供
２ 意思決定支援（自己決定ができるように関わる）

意思決定支援のためには、その人に必要な情報を分かりやすく提供する。

・相談者の聞きたいことやニーズに合った情報の提供と相談し易い安心できる環境つくり

・納得して治療をするためには、

検査や治療に関すること（目的、方法、注意点、成績（流産率、妊娠率など）、その他

の選択肢など）医学的内容の説明

質問の内容に応じて、専門医療機関情報提供、その他専門職（心理士や地域の保健師

など）に情報提供して繋ぐ。

またこれから起こりうる精神的変化に関する情報についても提供する。



４ 相談員の役割

意思決定をする時、【自分が大切にしている事】を、
【自分達の価値観】で、
【自分に主体性がある、自分らしい選択】

が出来るように支援。

不妊治療は自分の意思で行う治療であって、子どもを産む産まないについて
自分たちで決める権利がある、リプロダクティブヘルス・ライツ（性と生殖に
関する健康と権利の関する概念）を説明することも必要



相談員の援助の方法

１）安心して話せる場を作る。

年齢的な事や、夫や親との意見の違い、周囲の期待、子どものリスクやまた命
についてなど、本人が抱える様々な思いを、聴くこと。まずは安心して話が出来
るよう環境を整え、信頼関係を得られるような温かい言葉掛けや態度は、相談者
に「話ができる場」として認識されるために必要。

２）相手の気持ちに寄り添う対話をする。

相談者が思いを話せるよう環境を整え、相談者の受け止めを確認しながら会話、
気持ちに寄り添うこと。

相談者をありのままに受け止める。共感的理解をする。



受診する OR   しない

検査する OR    しない どのような検査を受ける

治療をする OR   しない

治療をステップアップする OR  しない

治療を継続する OR  しない

意思決定の支援
意思決定の流れ

不
妊
治
療
は
意
思
決
定
の
連
続



①受診行動の決定

「子どもが欲しいができないのはなぜか？」「自分は不妊かもしれない」受診行動までに様々な葛藤

があることを踏まえて関わる。

不妊の定義を説明しながら、男女に原因が半々であること、年齢的なことや卵子の老化、妊娠の仕組
み、プレコンセプションケアについて情報提供

本人が不妊治療を始めると決めている場合は、年齢的なことも考慮して早めの受診を促します

初めて専門職に相談する、初めに相談に乗る場所の役割

電話相談では、本人の話したくないことは話さなくて良い

不妊治療には多くの自己決定を求められる場面がある

支援者は常に対象者の立場から、その自己決定を支えていく。



②検査・治療に関する決定
「どのような検査・治療を受けるのか、受けない」

「医師に聞けなかった、どうしたら良いか」

説明を加える、わからないことは医師に質問して良いこと、納得して治療を受けるために必要であること

をお伝え、場合によっては治療施設を変えてみても良いことなどお伝えします。

助産師の相談範囲を越える場合は、専門医の相談につなぎます。

エビデンスに基づいた情報の解釈の仕方も含めた適切な情報の提供と相談

③治療をやめることの決定
傾聴、今まで歩んできた道や決定に対して敬意を持って接し、それを支持する。精神的な支援を行うと

ともに、場合によって心理カウンセラーと連携する。

相談者にとって意味のある治療の継続、終焉が迎えられ、子どものいない人生も肯定的に受け入

れられることが出来るように、自分達の治療の意味を見出すことが出来るようになる。



相談員の援助の方法

3) 繰り返す流産、また死産の方からの相談：不安やうつ症状強い場合があり

・相談に来られたことに感謝、本人のご様子、表情や声のトーン、仕草や緊張感など、状況を伺い知

りながら、思いや辛さ、その体験について本人のペースで話しが出来るようにする。本人の受け止めを

確認、共感し傾聴する、支持的関り

・眠れない、食べられない、など身体症状やうつ症状などの精神的な状態を把握し場合によって心理

カウンセリングや精神科、心療内科受診など医療機関に連携する。

抑うつや不安を持って相談に訪れる多くの不育症女性の中から、精神的な治療を優先すべき症例を
見逃さないことが重要

不育症相談対応マニュアル 令和３年３月31日「不育症管理に関する提言」改訂委員会編

・産科医療機関において正確な医療情報の提供や、検査結果の説明がされているか、また次の妊娠に向
けて、不育症の検査を受けるよう勧め、不育検査の対応可能な医療機関や専門医の紹介をする。今後ど
うしたら良いか、一緒に考え、必要に応じてプレコンセプションケアを行う。



・同じ体験をした当事者の会について、希望があれば本人のタイミングで参
加できるよう情報提供をする。メリット、デメリットもお伝えする。

・悲嘆の過程が長期化しているような場合など、いつでも相談出来ることを
お伝えし、支持的に寄り添い支援する。

・夫婦や家族の精神的ケアを考慮し、場合によっては夫婦での相談を勧める。



① 夫婦、カップルが目標に向かって取り組んでいることに、人生の中で意味を感じることができる。

相手が話す言葉を傾聴して、話の意味を推測し、大切にしているもの、価値観、信念、ライフスタイ

ルについて、敬意を持って聴き、本当に言いたい事を話せるように会話する。

・困難な状況に、2人が工夫し取り組んでいるということを共有するように会話する。

「そのような辛い状況の中、2人で頑張ってこられたのですね。」 肯定的な側面を返す。

・敢えて自分のための時間をとる。自分らしい時間を確保する趣味に時間を割くなど（QOLや満足度を高め

るためのこと）を勧め自己尊重を上げるように勧める。 

② ポジティブにストレスへの対処法をとることをすすめる

• 休息する、睡眠や栄養、運動、リラックス法など。バランスを整える。

• 1人で立ち向かわない、周囲からのサポート・理解者を増やす。

相談出来る場所があることを伝える。頑張りすぎず助けを求められるようにする。

相談員の自分が大切にしていること

＊相談者が本当に言いたいこと、相談者が経験していることやその意味づけを話の中から抽出して、
それを対象者に返す。
相談者には、自己解決する力がある。相手の自律性や回復力に委ねる。



あなたはかけがえのない存在

（自己尊重を高められるように支える）

主体は自分

妊娠する、しないに関わらず、
全ての女性の生き方に寄り添い支援する



相談員に必要なこと
➢ 対象者と援助者が目標を共有し、価値観を承認し合いながら物事を進める。
➢ 対象者を尊重する医療者の基本的な姿勢
➢ 対象者の個性や主体性に配慮する。
➢ 対象者には、めざすべき価値観、信念、ライフスタイルがある

➢ 過剰に対象者の自己決定・自己責任を強調するわけでもない。

私たちが専門性を保つために必要な事
知識の獲得

対話に必要な知識、不妊不育、
治療の知識を得る

技術面の向上

対話をするための技術を得る

情緒面の改善

相談者と接する際の精神
的安定や前向きさを得る



５連携づくり

助産師の相談員が行う連携

⚫助産師の相談から専門医、心理士、地域の保健師へ繋ぐ

⚫様々な相談窓口を活用する

（健康相談 医師等による専門相談 プレコンセプション相談 不妊不育相談 妊

娠SOS神奈川 ）

⚫ピアサポート、医療機関（不妊不育、男性不妊専門医、出生前検査、遺伝相談対応

施設など）情報提供

相談員としての課題

⚫相談員の質の向上のため、自己学習と自己研鑽

自治体主催の相談員の研修（1回・年）
不妊症・不育症ピアサポーター研修受講 交流会で受講生同士が繋がり活動を広げる



終わりに

• 不妊不育の対象者の特性を理解して、その人、または  
カップルが求めるニーズが何か、主訴に応じた対応を   
工夫する

• 幅広い相談に丁寧に対応するために、他の職種と連携
することが必要



• 不妊に悩む女性への看護

女性に寄り添う看護シリーズ

佐藤孝道メディカ出版

• 不妊治療と仕事の両立 厚生労働省

• 「不妊症及び不育症における相談支援体制の現状及び充実に向けた調査研究 」
研究会 

• 助産師基礎教育テキスト第２巻 2014年版 女性の健康とケア 吉沢豊予子

• 周産期医学 2021年4月vol.51No4周産期の周辺を強化する 習慣流産と不育症

• 自治体担当者のための不妊専門相談事業推進のための手引き



自治体における不妊症ネットワーク事業の実際

2. ピアサポーターによる支援

一般社団法人埼玉県助産師会

髙松 京子



不妊・不育症に関する電話相談

一般社団法人埼玉県助産師会の取り組み

電話相談員 髙松京子
（助産師・不妊相談士・社会福祉士）



埼玉県助産師会電話相談
平成８年
日本助産師会が全国の助産師会に
「子育て支援センター 電話相談」
の設置を呼びかけた。手上げし、
携帯電話を購入、会として相談業務を開始

平成18年～
会員向け学習会の実施、電話相談を会員の
持ち回りとする

平成21年～
埼玉県助産師会の事務所設置
相談員を置き、有償で電話相談を開始



埼玉県助産師会と不妊相談の流れ

◦平成18年4月～ 第2不妊専門相談センター事業

個人面接相談3~6回・集い3回～5回/年      

◦平成21年4月～ 女性健康支援センター事業（不妊相談含む電話相談事業）

◦ ～平成23年6月

◦平成24年4月～ 不妊専門相談センター（電話相談）事業

◦平成26年4月～ 不妊・不育症・妊娠サポートダイヤル事業

◦平成27年8月 「願う時にコウノトリは来ますか」冊子協力

◦平成28年～ 埼玉県健康長寿課事業 不妊啓発の講師派遣～

埼玉県×企業（妊娠・不妊に関する県民公開講座講師派遣）

◦平成29年4月～ 相談時間の延長 （土曜・夜間）

◦令和３年 不妊・不育症ピアサポーター等の養成研修広報啓発事業参加

◦令和５年4月～ プレコンセプションケア相談センター埼玉（ぷれたま）事業



埼玉県の特徴

人口 約730万人（全国5位）・転入超過数（全国2位）「

位置 東京都に隣接

病院状況
◼ 令和3年10月1日現在の病院数は、343施設

◼ 人口10万対病院数は、4.7施設であり、前年（4.7施設）と同数である。これを全
国（6.5施設）と比較すると、1.8施設少なく、全国第41位。

◼ 小児科を標榜する病院数は111施設。産婦人科を標榜する施設は34施設

                                                                      (令和3年 埼玉県保健統計年報より抜粋)

埼玉県HP【住むなら埼玉】より



埼玉県ホームページ
令和3年埼玉県保健統計年報より引用



埼玉県から埼玉県助産師会への委託事業
（令和6年4月現在）

                                                          母体・新生児搬送
コーディネーター事業
（埼玉県及び県医師会委託）

思春期保健に関する事業
（プレコンセプション啓発事業）

学校への性教育講師派遣
養護教諭や自治体職員への
研修会の実施。

電話相談事業
（プレコンセプションケア相談

センター【ぷれたま】）



                                                          

不妊専門相談センター

（専門医による面接相談）

プレセプションケア
相談センター埼玉
【ぷれたま】

（助産師による電話相談）

月・金 10時～15時
第1～4土 11時～15時

16j時～19時

不妊症・不育症等
ピアサポートセンター

【ふわり】
経験者による電話/面接相談）

県内の各保健所

不妊治療・不育症・プレコンセプションケア
（思春期の健康）に関する県の相談窓口



埼玉県不妊症・不育症支援ネットワーク
事業連携会議
目的

①不妊症や不育症、流産や死産等で悩む県民への心理社会的支援やピア・

サポート推進のため、関係機関の連携体制を構築する。

②流産、死産を含む不育症や不妊症について、治療の現状や相談支援などに

関する情報共有、課題抽出および意見交換等を行う。

③その他、支援に必要な事項を検討する。
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不妊・不育： 1医療情報 2治療そのものの悩み ３治療以外の悩み 4助成金 5その他(コロナ）

妊 娠 ：1医療情報 2検査・健診の悩み 3身体の悩み 4ジカウイルス感染症 5その他（コロナ）

プレコン ：１避妊 ・ ２LGBTQ ・ 3体重 ・ 4喫煙 ・ 5飲酒 ・ 6違法薬物 ・ 7ストレス ・ 8性感染症

9月経 10性に関すること ・ 11その他

１医療情報

1 検査

2 薬

3 人工授精（ＡＩＨ）

4 人工授精（ＡＩＤ）

5 体外授精・顕微授精

6 男性不妊

7 代理母・卵提供

8 病院情報

9
習慣（性）流産・不育
症

10 セックス

11 月経・基礎体温など

12 内膜症・筋腫など

13 その他

２治療の悩み

1 不妊への不安

2 治療への迷い

3 病院への不満

4 費用

5 仕事との両立

6 その他

３治療以外の悩み

1 周囲との人間関係

2 夫とのこと

3 自分自身のこと

4 妊娠・出産・育児

5 養子

6 子どものいない人生

7
その他
（コロナ）

相談区分



今後の課題

「ぷれたま」という名称変更

不妊・不育症というワードから検索しにくくなる。

◦保険適応化

医療機関に受診がしやすくなった。

治療期間を決めることができる。

◦医療を離れた後

継続的な支援が必要な人



まとめ

◦特色を生かす

◦不妊・不育は繋がりにくいこと

◦切れ目ない支援は産めない人にも必要

◦安全が確保できる場の提供



自治体における不妊症ネットワーク事業の実際

3. 里親養子縁組に係る支援

内田クリニック

永島 百合子



Ｂ.医療従事者プログラム
7.自治体における不妊症ネットワーク事業の実際

3.里親・養子縁組に係る支援

内田クリニック

不妊症看護認定看護師 永島百合子



①不妊を治療をする：不妊治療にチャレンジ！

②子どもを育てる親になる：～里親・養親になる選択～

③自然にゆだねる：「子どものいない夫婦」という家族をつくる

ここにあるすべての選択肢の中からあなたらしい家族を見つけてください

＜カップル＞と＜こども＞をつなぐ
ファミリー・aim・パスポート（ＦaＰ）
家族のサポート・ガイドブックin島根 より

３つの選択肢情報が、すべて提示されているＢ5サイズの冊子
作成者：心理カウンセラー荒木晃子（立命館大学客員研究員）
発 行：立命館人間科学研究所

すべての不妊カップルにある
「家族をつくる」ための三つの選択肢



日本の不妊治療施設における里親・養子縁組の
情報提供の現状

◆不妊カップルは、不妊治療を開始する前に、存在するすべての選択肢（治療以外の選択肢とし

て、里親・養子縁組も含まれる）について理解し、納得して治療をスタートする事が望ましい。

しかし日本の不妊治療施設では、まだ里親・養子縁組の情報提供を行っている施設が少ないの

が現状である。 ⇒要因：医療者の「里親制度」に関する知識、情報不足

情報提供を行なう時期、方法について定まったものがない

◆アメリカでは、「患者の知る権利」として、治療前のコンサルテーションにおいてそれぞれの

治療にかかる費用や期間、妊娠~出産に至る確率と併せて、養子縁組や里親といった制度に関す

る情報提供が既に行われている。

◆ＥＳＨＲＥ（ヨーロッパ生殖医学学会）においても、医師や他の医療スタッフがいつ・どのよ

うな情報提供（養子縁組含む）を行うべきかが、同様に整理されている。

不妊治療中の方等への特別養子縁組制度・里親制度に関する情報提供の手引き」第Ⅱ章より引用



不妊治療施設において「里親制度」の
情報提供が求められている

5

１．不妊治療への保険適用等・・より抜粋 

令和４年度 （2022年度）当初から保険適用を実施することとし、
経済的負担の軽減を図る。また不育症の検査やがん治療に伴う不妊に
ついても新たな支援を行う。
同時に、不妊治療のみならず、里親制度や特別養子縁組等の諸制度について
周知啓発を進める。

令和3年度厚生労働省において、里親情報提供のためのリソースが作成された。

令和３年第204回国会に少子化対策、医療分野の関連法案を提出し成立



１ 里親制度について

6

1-（1）社会的養護とは

1-（2）里親制度の概要

1-（3）養子縁組について



家庭において適切な養育を受けることができない

子ども（要保護児童）に対し、

公的責任の下で養育や保護を行うこと。

社会的養護の理念：子どもの最善の利益のために、

社会全体で子どもを育む。

＊「施設養護」と「家庭養護」があります。

社会的養護とは



＜対象となる要保護児童：日本国内に約4万2千人＞
（2023年2月 子ども家庭庁 データでは 41,182人）

社会的養護とは

①保護者のない児童

孤児、遺棄された児童、保護者が長期拘禁中の児童など

②保護者に監護させることが不適当であると認められる児童

ア）保護者が虐待している児童、放任されている児童

イ）保護者の疾病等により必要な監護を受けることのできない児童

ウ）障がいのある児童で、保護者のもとにあっては十分な監護が
行われないため、専門の施設等に入所して、
保護、訓練、治療した方がよい児童

エ）非行の問題を有する児童



社会的養護とは

保護の必要な児童を養育者の家庭に
迎え入れて養育を行う事

約8割が施設に入所して
いる現状がある

里親

養子縁組

ファミリーホーム
（小規模住居型児童養育事業）

社会的養護

家庭養護

施設養護

乳児院

児童養護施設

児童心理治療施設

児童自立支援施設

障害児入所施設

自立援助ホーム
（児童自立生活援助事業）



１ 里親制度について

10

1-（1）社会的養護とは

1-（2）里親制度の概要

1-（3）養子縁組について



里親の種類

11＊専門里親：養育里親として3年以上養育経験を得た方が、研修受講資格が得られる



１ 里親制度について

12

1-（1）社会的養護とは

1-（2）里親制度の概要

1-（3）養子縁組について



普通養子縁組 特別養子縁組

＜ 縁 組 の 成 立 ＞
養親と子どもの親権者の同意

（15歳以上の子どもは自分の意
志で縁組が可能）

・家庭裁判所の決定により成立
・実父母の同意が必要
（実父母が意思を表明できない場合、
虐待などの事例はこの限りではない）

＜ 要 件 ＞
養親：20歳以上
養子：制限なし（育ての親
よりも年下である事）

養親：原則25歳以上（夫婦の一方が
25歳以上であれば良い）法律上の夫婦
養子：原則15歳未満

＜実父母との親族関係＞ 継続 終了

＜ 監 護 期 間 ＞ 特定の設定なし 6か月以上の試験養育期間を考慮して縁組

＜ 離 縁 ＞
原則、養親及び養子の同意によ
り離縁可能

原則認められない

＜ 戸 籍 の 表 記 ＞
実親の名前が記載され、養子の
続柄は「養子(養女)」と記載

実親の名前は記載されず、養子の続柄は
「長男(長女)」等と記載

実親との親子関係を存続したま
まで養親との親子関係を作る。
(2組の親子関係）

実親との親子関係を(実親の血族との親族
関係も)を断ち、戸籍上も実子と同じ扱い
にする。 13



特別養子縁組 成立件数

14

（最高裁判所「司法統計」）

1988年

～2022年(35年間) 

延べ成立件数

17,315件

2022年度 成立件数580件

社会的養護対象
となる児童
日本国内に

約42,000件



「里親制度」情報提供のためのリソース

15

不妊治療中の方への周知啓発の

リーフレット・ポスター

情報提供の手引き

令和３年度 厚生労働省おいて作成



16

子ども家庭庁ホームページ 健やか親子21
妊娠・出産・子育て期の健康に関する情報サイト
不妊症・不育症

https://sukoyaka21.cfa.go.jp/useful-tools/thema1/

https://sukoyaka21.cfa.go.jp/useful-tools/thema1/


不妊カップルへの「里親制度」情報提供のタイミング

①不妊治療開始時（初診時）
初診時の資料や説明と一緒に、「里親制度」に関する資料もすべての不妊カップルに平等に

お渡ししておくことが大切。外来のどこかにポスターも貼付。

不妊治療開始時は治療以外の選択肢には関心が薄い。

②体外受精説明会・説明時
…説明会の中で、参加者全員にお話しをすることが大切

③カップルが治療に迷いや悩みを感じている時・・相談を受ける

④医学的に妊娠~出産に至る可能性が低いと判断した時・・医師が対応

⇒個別の対応が必要

「患者さん全員にお話しをしている大切な情報ですのでお伝えします」

⑤当事者の話を聞く機会の提供⇒不妊カップルにとって大きな希望となる

「不妊治療中の方等への特別養子縁組制度・里親制度に関する情報提供の手引き」第Ⅱ章より引用

頭の片隅に残っている事が大切



不妊カップルへの「里親制度」情報提供のタイミング

18

医療者、相談担当者は、里親制度について
（情報を持っている事は前提として）
すべてを説明する必要はなく、選択に至るまでの
カップルの気持ちの整理、意思決定の支援を行う
事が重要である。

選択を希望するカップルを、
児童相談所、養子縁組あっせん機関に
繋ぐことが大切な役割である。



不妊カップルへの地域での取り組み

19

生殖医療、児童相談所、行政、大学が連携し、

不妊当事者と社会的養護の必要な子どもとの

家族形成を支援するネットワークシステム。

「家族形成支援のための自主検討会」のご紹介

島根モデル ～援助者の連携と支援システム～



島根モデル「家族形成支援のための自主検討会」

20

2014年11月 島根県主催『家族のかたちシンポジウム』
～里親制度・生殖医療/多様な家族を形成するための
関係機関の連携と協働に向けて～

児童相談所      
乳児院  
島根県庁
児童福祉施設
立命館大学

教授、客員研究員（心理カウンセラー）

島根大学教授
島根県里親会
生殖医療施設
不妊症看護認定看護師

2014年  7月  「家族形成のための支援検討会」設立
  大学、行政、児童福祉施設、医療機関、里親会から21名が参加

 ⇒各職種、機関が連携するための検討を行う

2015年  7月  「家族形成支援のための自主検討会」移行
  13名のメンバーで運営

2023年 10月まで12回の検討会開催

＜里親関連の内容＞
・里親（養子縁組）相談シートの作成
・「里親さんとのお話し会」開催
┗（2018年から5回開催）



2023年7月29日（土）
12:30～15:00(予定)

＊マスク着用でのご参加をお願いいたします。
＊当日37.5℃以上の発熱、その他体調不良の方は、参加はご遠慮願います。

裏面もご覧ください。

講演終了後に個別相談を

お受けいたします。

「家族形成支援のための自主検討会」主催 家族を作りたいと願う人々へ向けた

「家族を作る様々な選択肢のお話し」
心理カウンセラー・荒木晃子さんのお話し(オンライン)

「里親・特別養子縁組制度」のお話し
児童相談所担当者さんより 特別養子縁組制度の情

里親さんの体験談
不妊治療を経て里親となられ、子育てをされている

お二人から お話しをしていただきます

参 加 費

無料

「里親・特別養子縁組制度」のお話し
児童相談所担当者さんより 特別養子縁組制度の情報

里親さんの体験談
不妊治療を経て里親となられ、子育てをされている

お二人から お話しをしていただきます

「家族を作る様々な選択肢のお話し」 
心理カウンセラー・荒木晃子さんのお話し(オンライン)

出雲医療看護専門学校

（視聴覚室）

内田クリニック

（1F）

8月18日(金)

8月25日(金)

9月  1日(金)

15：00

～16：30

当日
参加

後日

視聴会

島根県出雲市今市町1151-1 島根県松江市浜乃木2-6-13

7/29(土)に録画した動画を

上映します。

日 時

備 考

場 所

第5回里親さんとのお話し会第5回 里親さんとのお話し会

参加申し込みフォーム⇧

実親が養育できない子ども達や、里親・養子縁組を希望するカップルの家族形成
支援のために、医療や児童福祉、行政など、多領域の関係機関連携と協働の具体
的な取り組みを進めることを目的とした自主グループです。

2015年より継続的に活動をしています。

～里親さんからのメッセージ～
一度しかない人生をどう生きていきたいですか？

私たち夫婦は子どもと一緒に生きていきたいという気持ちから、里親となり 
子供と出会えました。家族の形、幸せの形はいろいろあります。子育てしたい
という思いの選択肢の一つとして、里親になるという道もあることを、みなさ
んに知ってもらえたらと思っています。

「家族形成支援のための自主検討会」主催 里親さんとのお話し会

＊「家族形成支援のための自主検討会」とは＊

問合せ先 「里親さんとのお話会」事務局

21



里親からのお話し「もう一つの家族のかたち」

22

メッセージ：不妊治療後に里親選択をしたお二人から

「もっと早く里親の情報を得ておけば良かったと思っている。

 不妊治療と並行して情報を持ち考えていくことが大切」

2人の里親さん…共通点は
不妊治療後に里親を選択
特別養子縁組により家族形成に至った

里親選択を考えた頃
不妊治療中の思い、ご夫妻の意見の相違、家族の反対
子どもを迎える事への葛藤（自己満足なのでは？）

子どもを迎えてから
家族、親族、近隣への周知、保育園、学校など
子どもが新しい環境に馴染めるのか、
子どもと関わる社会の人々の理解が得られるのか

お子さんへの「真実告知」への思い 事実を隠すのではなく，真実を伝える事が大切



参加者年齢分布 第１回～5回

23

0 2 4 6 8 10 12

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

20代後半 30代前半 30代後半 40代前半

40代後半 50代 60代以上

アンケー
ト回収数

不妊治療
経験人数

総参加者
人数

6 4 12

12 6 20

5 5 5

11 11 11

7 7 7



自由記載より

○里親の実体験の話が参考になった。心に響いた。

○具体的な里親の知識が得られた。里親制度が子どものために

あるものだという事がわかった。

○里親選択について、不安がやわらぎ前に進むきっかけになった。

○夫婦で話し合う機会になった。



まとめ

◆日本の不妊治療施設では、「里親制度」の情報提供を行なっている施設が少ない

のが現状である。要因としては、医療者の知識、情報不足、また情報提供の時期、

方法等について定まったものがない事があげられる。

◆不妊カップルへの里親制度の情報提供は、 不妊治療開始時にすべての

不妊カップルに平等にお渡ししておくことが大切である。

◆医療者はカップルの意思決定支援と里親選択を希望するカップルを、

児童相談所等へ繋ぐことが大切な役割である。

◆「里親さんとのお話し会」等当事者の話を聞く機会は、不妊カップルにとって

大きな希望となる。不妊治療施設と児童相談所、里親会等との連携が必要である。

各地域で連携体制を確立することが必要であり、今後の課題である。



自治体における不妊症ネットワーク事業の実際

4.流産・死産に対する支援の実際

熊本県助産師会

西村光マリア
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